
 
 

＜調査ご協力のお願い＞ 

皆さまには、日頃より福祉行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

本市では、現在、障がい者施策の基本的な計画として、「第４期亀岡市障がい者基本計画」の策

定に取り組んでいます。 

このアンケート調査票は、ヒアリング調査の事前に、貴機関を取り巻く現状や課題、今後の方向

性などに関する意向などをお聞きするものです。 

お一人のご意見ではなく、貴機関の皆さまや特別な支援を必要とする児童及びその保護者のお考

え等を含め、総体的な現状をお聞かせください。 

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご協力をお願いいたします。 

令和７年 月 

亀岡市 

 

＜ご記入にあたってのお願い＞ 
 

亀岡市障がい者基本計画策定のためのヒアリング調査（案） 

事前アンケート 調査票【教育機関】 

○ このヒアリング調査の結果については、公表を前提としてご回答ください。 

○ 付属資料として既存の資料がある場合、添付してください。 

○ 本調査票は、マイクロソフト Word で作成しています。データ入力の方が都合のよい 

場合は、様式データを提供いたします。  

○ ご回答は、  月  日（ ）までにお寄せください。  

（郵便の場合：亀岡市 健康福祉部 障がい福祉課 亀岡市安町野々神８） 

 （データの場合：E メール：syougai-fukusi@city.kameoka.lg.jp） 

＜問い合わせ先＞ 

亀岡市 健康福祉部障がい福祉課 亀岡市安町野々神８ 

TEL：0771-25-5031／FAX：0771-25-5511 

E メール：syougai-fukusi@city.kameoka.lg.jp 

 



調査票の記入者について御記入ください 

 

 

（１）学校名  

（２）ヒアリング調査記入者名  

（３）対象職員数 （     ）人 

（４）対象生徒数 （     ）人 

 



亀岡市では現在、「第４期亀岡市障がい者基本計画」の基本方針３において、下記の療育・保育・教育に関する 施策目標を掲げ、展開を図

っています。  

計画に掲げる下記の施策の中で、特に重要と思う施策またはより一層注力すべき施策について、「○」を記入く ださい。 

施 策 の 内 容（Plan） 

施策の具体事例 

特に重要と思う施策またはより一層 

注力すべき施策 

（○を記入ください） 

 基本的な施策 

 施 策 名 

（１）療育・保育・教育における 

支援体制の充実 

早期発見・療育体制の充実 

・乳幼児健康診査 

・就学前の支援事業 

こども発達支援事業(フレンズ教

室) 
 

○ 障がいのある乳幼児及び家族に対する

相談支援や、適切な時期に適切な療育

を提供できる体制の充実に努めます。 

子どもの発達に係る節目健診  

SST（社会適応訓練）クラスの

運営 
 

○ 「発達障害者支援法」に基づき、限局

性学習症（学習障害・旧ＬＤ）、注意

欠如／多動性症（注意欠陥／多動性障

害・ＡＤＨＤ）、自閉症スペクトラム

症などの子どもに対して、自立生活力

を高めるための支援体制の整備・充実

を図ります。 

相談体制の充実 

・発達相談 

・家庭児童相談 

障がい窓口、相談支援事業所で

の相談支援 
 

家庭児童相談に係る関係機関と

の連携 
 

発達相談への対応  

○ 障がいのある子どもと障がいのない子

どもがともに遊び、学ぶ機会を増や

し、双方の豊かな人格の形成をめざし

た障がい児保育、幼稚園での特別支援

教育の充実に努めます。 

児童発達支援の提供体制の

充実 
児童発達支援事業  

保育所（園）・認定こども

園・幼稚園の受入れの充実 

保育所（園）・認定こども

園・・幼稚園の受入れの充実 
 

保育施設への支援の促進 保育所等訪問支援  

  



（２）インクルーシブ教育システムの構築 

 

○ インクルーシブ教育システムの理念を

踏まえ、すべての子どもたちがともに

学べ、一人ひとりの特性・能力に応じ

た指導が受けられる教育の推進に努め

ます。 

障がいのある子どもに対す

る教育の充実 

教育時における特性への合理的

配慮 

 

個別の教育支援計画による一貫

した教育支援体制の整備 

 

個別の指導計画による特性に応

じた指導の実施 

 

関係機関及び庁内における連携  

○ 障がいのある子どもの居場所づくりや

健全な育成、さらに保護者の就労支援

の観点から、支援が必要な子どもを対

象とする谷間のない放課後対策を進め

ます。 

教育環境の整備 

障害のある児童各々の教育的な

ニーズへの対応 

 

教育的ニーズに応じた支援機器

の充実 

 

教育施設内のユニバーサルデザ

イン（バリアフリー）化の推進 

 

 

就学相談・教育相談（発達

検査等）の実施 

通級指導教室での指導・教育 

及び巡回相談の実施 

 

就学巡回教育相談等の実施  

本人・保護者との相談内容を 

受けた関係機関の連携及び柔軟な

対応 

 

特別支援教育の充実に向け

た取組 

市内各校への特別支援教育支援

員の配置 

 

校内委員会の設置や特別支援教

育コーディネーターの指名な

ど、支援体制の整備 

 

教職員に対する障害の特性に 

応じた教育に係る研修の実施 

 

放課後等の支援の充実 

放課後等デイサービス 
 

放課後児児童会での適切な育成

支援と受け入れ体制の充実 

 

特別支援教育修了後の支援

の充実 

自立訓練（機能・生活訓練）の

充実 

 



問１．記入用紙表面の「施策一覧」で「○」を記入いただいた施策について 

「特に重要」、「一層注力すべき」とお考えになった理由について御記入

ください。 
 

 

 
問２．業務運営上課題となっていることや、普段生徒、保護者と接する中で 

感じる課題や問題点があれば御記入ください。 
 

 

 
問３．亀岡市の教育分野に関する障がい者施策の在り方について 

現在の課題を解決するめに、どのような取り組みが必要と考えますか？ 
 

【記入欄】 

【記入欄】 

【記入欄】 


